
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年６月１０日 １４時２８分ごろ 

発生場所 岡山県笠岡
かさおか

市沖
おき

ノ
の

白石
しらいし

南西方沖 

沖ノ白石灯台から真方位２２５°３３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.９′ 東経１３３°３０.７′） 

事故の概要 引船７７三協
さんきょう

丸は、航行中、暗岩に乗り揚げた。 

７７三協丸は、左舷中央部船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年６月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

引船 ７７三協丸、１５８トン 

 １４１２１９、三協産業株式会社（Ａ社） 

 ２８.０ｍ×８.８ｍ×３.２５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７０kＷ、平成２２年８月１１日 

 乗組員等に関する情報 船長 ６８歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５０年１０月９日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年１２月１７日 

免状有効期間満了日 令和７年２月２４日 

航海士 ６４歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１４年１２月２４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月１１日 

免状有効期間満了日 令和４年１２月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷中央部船底外板及び左舷コルトノズルに擦過傷、プロペラ翼に曲

損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１３１cm（水

島） 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士ほか２人が乗り組み、令和３年６月１０日
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１３時２５分ごろ、広島県尾道糸崎港第４区に向け、岡山県倉敷市水

島港を出港した。 

船長は、昼食を食べようと思い、航海士に、‘ＧＰＳプロッターに入

力した予定航行経路’（以下「予定航行経路」という。）に沿って航行

するよう指示し、１４時００分ごろ白石瀬戸東方５海里（Ｍ）付近に

おいて船橋当直を交替して降橋した。 

本船は、航海士が、３Ｍレンジに設定したレーダー及びＧＰＳ  

プロッターを起動し、操舵スタンドの前に立って操船に当たり、約９

～１０ノット（kn）の対地速力で、手動操舵により西進した。 

航海士は、反航船が‘沖ノ白石の南側と笠岡市白石島との間の水

路’（以下「本件水路」という。）を航行したのを見て、本船が本件水

路を航行できると思った。 

本船は、航海士が、他の反航船が近づいていたので、予定航行経路

の沖ノ白石北方で行き会うより、広い本件水路を航行した方が安全だ

と思い、本件水路を航行することとし、左転して本件水路を西進中、 

１４時２８分ごろ、船体に振動を生じ‘沖ノ白石南西方沖の暗岩’（以

下「本件暗岩」という。）に乗り揚げて通過した。 

船長は、昇橋して間もなく船体に衝撃を感じ、航海士と操船を交替

し、乗組員に損傷箇所の点検等を行わせ、浸水等がないことを確認し

た後、Ａ社に本事故の発生を報告し、一旦香川県高松市高松港に向か

うよう指示を受けた。 

本船は左舷機が振動するので、右舷機のみで航行し、高松港に入港

したのち、香川県小豆島町の造船所に入渠した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約２.０ｍ、船尾約３.８ｍであった。 

航海士は、本船で白石瀬戸を航行したことが３回あったが、本件水

路を航行したのは初めてであった。 

航海士は、本件暗岩の存在を知らなかった。 

海図Ｗ１３７Ｂ及びＷ１１１８には、本件暗岩が記載されている。 

航海士は、ＧＰＳプロッターを見ながら船位を確認していたが、当

時使用していたレンジでは本件暗岩は表示されておらず、ＧＰＳプロ

ッターを拡大するなどして、水路情報を確認していなかった。 

航海士は、予定航行経路に沿って沖ノ白石北方を航行すればよかっ

たと本事故後に思った。 

船長は、航海士が白石瀬戸を航行した経験があり、予定航行経路に

沿って航行するよう指示したので、白石瀬戸を問題なく航行できると

思い、航海士に船橋当直を任せていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

本船は、白石瀬戸を西進中、航海士が、近づいてくる反航船を視認

した際、予定航行経路の沖ノ白石北方で行き会うより、本件水路の方

が広くて安全だと思い、本件暗岩の存在を知らないまま、本件暗岩に

向けて航行を続けたことから、本件暗岩に乗り揚げたものと考えられ

る。 

航海士は、反航船が本件水路を航行したのを見て、本件水路を航行

できると思い、海図等で水路情報を確認しなかったものと考えられ

る。 

船長が、白石瀬戸を航行中、航海士に船橋当直を任せていたこと

は、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が白石瀬戸を西進中、航海士が、近づいてくる反航

船を視認した際、予定航行経路の沖ノ白石北方で行き会うより、本件

水路の方が広くて安全だと思い、本件暗岩の存在を知らないまま、本

件暗岩に向けて航行を続けたため、本件暗岩に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海士は、ＧＰＳプロッターに入力された予定航行経路に沿って

航行すること。 

・船長は、狭水道を航行する際には、昇橋して操船指揮を行うこ

と。 

・航海士は、航行する海域について、事前に海図等によって水路調

査を十分に行うこと。 



 

付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和３年６月１０日 

１４時２８分ごろ発生） 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 

 

（時：分：秒） 

船位※ 対地針路※ 

 

（°） 

対地速力 

 

（kn） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

14:11:45 34-26-03.7 133-33-45.6 241.8  9.6 

14:12:15 34-26-01.6 133-33-40.3 243.2  9.7 

14:12:45 34-25-59.4 133-33-35.1 243.1  9.7 

14:13:16 34-25-57.1 133-33-29.5 241.8  9.7 

14:13:45 34-25-54.9 133-33-24.5 242.0  9.7 

14:14:15 34-25-52.7 133-33-19.5 242.5  9.8 

14:14:46 34-25-50.5 133-33-14.0 244.7  9.8 

14:15:15 34-25-48.4 133-33-08.9 243.1  9.8 

14:16:15 34-25-43.9 133-32-58.3 243.3  9.9 

14:16:47 34-25-41.6 133-32-52.7 243.2  9.9 

14:17:16 34-25-39.3 133-32-47.6 242.5  9.9 

14:17:48 34-25-37.0 133-32-41.9 243.6  9.9 

14:18:19 34-25-34.6 133-32-36.4 241.3 10.0 

14:19:17 34-25-30.2 133-32-26.1 244.3  9.9 

14:19:45 34-25-28.0 133-32-21.1 242.5 10.0 

14:20:15 34-25-25.7 133-32-15.5 243.9 10.0 

14:21:15 34-25-21.4 133-32-04.8 246.3 10.0 

14:21:46 34-25-19.4 133-31-59.0 245.4 10.1 

14:22:17 34-25-17.2 133-31-53.3 245.5 10.2 

14:22:45 34-25-15.2 133-31-48.1 245.6 10.1 

14:23:15 34-25-13.2 133-31-42.5 246.2 10.2 

14:23:45 34-25-11.3 133-31-36.7 248.6  9.9 

14:24:46 34-25-07.8 133-31-25.5 252.1 10.0 

14:25:15 34-25-06.2 133-31-20.0 250.2 10.1 

14:25:45 34-25-04.5 133-31-14.3 249.3 10.0 

14:26:17 34-25-02.3 133-31-08.6 243.1  9.8 

14:27:17 34-24-57.5 133-30-58.1 241.4 10.1 

14:27:48 34-24-55.1 133-30-52.6 241.3 10.2 

14:28:15 34-24-53.0 133-30-47.5 246.1 10.0 

14:28:45 34-24-51.6 133-30-42.2 257.3  8.3 

14:29:15 34-24-52.5 133-30-39.8 327.8  2.7 

14:29:45 34-24-53.4 133-30-39.2 337.3  1.7 

14:30:15 34-24-54.2 133-30-38.8 338.5  1.5 

14:30:46 34-24-54.8 133-30-38.5 340.3  1.2 

14:31:17 34-24-55.4 133-30-38.2 337.4  1.0 

14:31:45 34-24-55.8 133-30-38.1 342.9  0.9 

14:32:45 34-24-56.9 133-30-37.7 336.7  1.0 

14:34:29 34-24-56.7 133-30-34.5 228.6  4.2 

14:34:57 34-24-55.2 133-30-32.6 227.2  4.8 

14:35:28 34-24-53.5 133-30-30.2 230.9  5.1 

14:35:57 34-24-51.9 133-30-28.2 222.9  5.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から１１ｍ、船尾から１５ｍであった。また、対地針路は、真方位である。 


